
 

「議会改革特別委員会」調査報告書 

                         

  

本委員会は、平成２６年３月１８日に付託された事件について、調査を終了

したので、飯能市議会会議規則第１０９条の規定により報告いたします。 

 

記 

 

１ 調査事件  

議会改革に関すること。 

 

２ 調査の経過と結果 

  別紙のとおり 

 

 

 

平成２９年３月３日 

 

議会改革特別委員会 

委員長  椙 田 博 之 

 

 

飯能市議会議長 砂 長 恒 夫 様 



1 
 

「議会改革特別委員会」調査報告書 

 

１ はじめに 

本委員会は、本市議会の議会改革について必要な調査、研究を行い、議会改革をさらに

推進するとともに、市民に身近で開かれた議会を目指すため、平成２６年３月定例会（平

成２６年３月１８日）において設置され、閉会中も継続して調査をしてきたところである。 

本委員会は、２２回の委員会を開催し、鋭意協議、検討を進め、本委員会の調査事項に

ついて、平成２７年３月定例会、平成２８年３月定例会において中間報告を行った。 

このたび、本委員会における調査・検討を終了するにあたり、これまでの議会改革及び

中間報告した内容も含め、結果を報告する。 

 

２ 組織及び目的等 

（１）名称 議会改革特別委員会 

 

（２）委員数 １０名 

委 員 長  椙 田 博 之 

副委員長  野 口 和 彦 

委  員  栗 原 義 幸 

委  員  中 元   太 

委  員  新 井   巧 

委  員  金 子 敏 江 

委  員  内 田 健 次 

委  員  平 沼   弘 

委  員  鳥 居 誠 明 

委  員  武 藤 文 夫 

 

（３）目 的 地方分権時代に対応した議会のあり方、議会機能の強化、議会運営の 

効率化等について調査研究する。 
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３ 特別委員会設置までの経緯と取組み 

  地方分権の進展等に伴い、地方公共団体の自己決定権は拡大し、住民の意思を代表す

る議会機能の担うべき役割は益々増大していることから、さらなる充実、強化が求めら

れている。 

  議会は、団体意思の決定を行う議事機関としての役割と、執行機関の監視を行う監視

機関としての役割を有している。分権型社会における議会の役割が十分に発揮されるよ

うにするためには、自己改革の取組みが必要であり、二元代表制の下、議会の果たすべ

き監視機能、調査機能、政策形成機能などを発揮すべく、議会のあり方から検討を進め、

議会基本条例の制定を視野に入れて各種改革に取り組んできた。 

 

（１）「議会のあり方研究会」（平成２０年１１月まで７回開催） 

・平成２０年６月設置 

・平成２１年５月の改選前に、議会の活性化、議会の機能強化に向けた論議をする

ため設置。 

・任意の組織。各会派から１名、計８名を選出。正副議長、議会運営委員長はオブ

ザーバー。出席者は会派内での交代は自由。 

・全員協議会のあり方、議長の任期、正副議長選挙の立候補制、議長の常任委員会

出席、議員定数、報酬、政務活動費、審議会等への参画、議会基本条例などを検

討。 

・論議を自由に行い、結論を出す組織ではないため、検討結果の報告は行わなかっ

たが、その後の議会改革の推進に向けて大きな役割を果たした。 

  【改革事項】 

 ①正副議長選挙の立候補制を導入 

②一般質問インターネット映像配信を開始 

     ※ケーブル未布設地域に対して、視聴できる状況を補完するために、吾野・東

吾野・原市場・名栗の各公民館に貸出用のＤＶＤディスクを設置した。 

 

（２）「議会改革検討会」（平成２４年７月まで４２回開催） 

 ・平成２２年６月設置 

・全議員参加の任意組織 

・議会改革に関する事項の検討を行い、最終的には議会基本条例の制定を目指す。 

  【改革事項】 

①議会改革に関する議員研修会の開催 
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②政務活動費運用指針の策定 

③政務活動費審査会の設置 

④政務活動費収支報告書・実績報告書の公開 

⑤議員の議決結果の個別賛否公開 

⑥タブレット型端末機の導入 

⑦飯能市議会基本条例の制定 

    ⑧飯能市議会基本条例制定に伴う活動等について 

     ア 議会報告会（第６条）の開催 

     イ 反問権実施要領の制定（第７条第２号） 

     ウ 自由討議実施要領の制定（第１０条） 

     エ 重要な中・長期的な計画に係る協議の場（第９条第２項） 

     オ 議会図書室の充実（第１７条） 

    

（３）「議会改革推進会議」（平成２６年２月まで９回開催） 

・平成２４年７月設置 

・議会基本条例に基づく議会活動、議員活動等を推進するとともに、さらなる議会

改革を推進するために設置。 

  ・全議員参加の任意組織 

【改革事項】 

①決算特別委員会の審査方法の見直し 

②各種審議会等への議員の参画の見直しに係る条例可決  

③飯能市中学生「夢・未来」議会事業の開催 

④飯能市議会災害対策支援本部設置要領の制定 

⑤第１回議会報告会の開催 

 

４ 議会改革特別委員会の活動経過概要 

回数 開催日 会議等 内   容 

１ 
平成２６年 

３月１８日 
委員会 ○正副委員長の互選について 

２ ４月１４日 委員会 ○今後の方針と日程について 

３ ５月２０日 委員会 ○検討項目について 

４ ６月 ３日 委員会 
○委員会の活用について 

○議場について 
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○ＩＴ関係について 

○質問形式等について 

○予算審査について 

５ ６月１９日 委員会 

○委員会の活用について 

○議場について 

○ＩＴ関係について 

○行政視察資料の提供について 

６ ７月３１日 委員会 

○決算特別委員会の決算審査資料の見直し等に

ついて 

○委員会の活用について 

○議場について 

○ＩＴ関係について 

７ ８月２９日 委員会 

○今後策定される計画について 

○委員会の活用について 

○議場について 

○ＩＴ関係について 

８ １１月１１日 委員会 
○今後策定される計画について 

○議案書のペーパーレスについて 

９ 
平成２７年 

３月 ４日 
委員会 

○中間報告について 

○議案書のペーパーレスについて 

○一般質問通告者の打ち合わせについて 

○会期中の広報委員会の開催日について 

○山間４地区行政センターでの一般質問録画 

ＤＶＤの貸出について 

○議会内外人事について 

○正副議長の任期について 

○一般質問のできる議員の範囲について 

 ３月１９日 定例会 ○議会改革特別委員会中間報告 

１０ ５月１５日 委員会 

○副議長、議会運営委員長、監査委員の一般質問

について 

○議案書のペーパーレスについて 

○ＩＴ関係について 

１１ ６月 ５日 委員会 ○一般質問での議長交代について 
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１２ ６月１９日 委員会 

○議案書のペーパーレスについて 

○一般質問について 

○行政視察について 

１３ ９月１４日 委員会 

○議案書のペーパーレスについて 

○行政視察受け入れ状況について 

○ＩＴ関係報告事項について 

１４ １１月 ９日 委員会 

○新しいタブレット型端末機について 

○クラウドシステムについて 

○飯能市議会基本条例第９条第２項に基づく協

議について 

○決算特別委員会について 

○遊佐町少年議員の取り組みの検討について 

１５ １２月１１日 委員会 

○飯能市議会基本条例第９条第２項に基づく協

議について 

○タブレット型端末機における政務活動費負担

について 

○決算特別委員会について 

○議会からの情報発信について 

 

１６ 

平成２８年 

１月２２日 
委員会 

○決算特別委員会について 

○一般質問のライブ中継を市役所ロビーで放映

することについて 

○タブレット型端末機の機種変更等について 

１７ ２月１６日 委員会 

○決算特別委員会について 

○議案書のホームページ掲載について 

○１８歳投票権に向けた議会の役割について 

１８ ３月 ３日 委員会 

○決算特別委員会について 

○議会基本条例の見直しについて 

○新型タブレット型端末機の使用について 

 ３月１７日 定例会 ○議会改革特別委員会第２回中間報告 

１９ ５月２０日 委員会 

○決算特別委員会について 
○議会基本条例の見直しについて 
○一般質問での議長交代について 

○市議会ホームページの活用について 
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○駿河台大学と市議会との連携について 

２０ ６月１４日 委員会 

○決算特別委員会について 
○議会基本条例の見直しについて 
○市議会ホームページの活用について 

２１ １２月 ７日 委員会 

○会期日程案変更について 
○飯能市議会基本条例第９条第２項に基づく協

議について 
○議場マイクについて 

２２ ２月２１日 委員会 

○調査報告書について 
○飯能市議会基本条例第９条第２項に基づく協

議について 
○飯能市議会情報端末機使用基準の一部改正に

ついて 
○議案書のホームページ公開時期について 

 

５ 調査検討結果事項の詳細 

【議会改革特別委員会の方針等】 

議会改革に関する問題意識の共有化を図るため、議会改革特別委員会の位置づけ、

現状報告、開催日程等、開催会場、行政視察、講師による研修会、議会改革特別委員

会を原則として公開すること、タブレット型端末導入の行政視察受け入れ、議会改革

特別委員会が取り組むべき課題などについて協議し、取り組むべき課題の優先順位に

ついては、正副委員長に一任することとした。 

 

【改革事項】 

（１）「私たちの一票がまちを変える」事業 

   ・飯能商工会議所青年部地域振興委員会からの依頼により「１８歳選挙権」を迎え

るにあたり、政治に直接関われる機会をつくり、関心を高めてもらう目的で、平

成２７年１０月２０日に聖望学園中学校、１０月２７日に大川学園高等学校にお

いて、開催。２３０名の生徒たちが、まちの将来をテーマに市議会議員とグルー

プディスカッションを行い結果発表した。 

 

（２）議場について 

・議場、傍聴席のバリアフリー、議場の西川材ボード活用について協議したが、

費用面等課題が多いため、今後も引き続き協議することとなった。 
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   （３）ＩＴ関係について 

    ・タブレット型端末機の更なる活用について、アプリケーションソフトの使用な

どを協議した。いち早くタブレット型端末を導入した本市議会としては、今後

ＩＴ分野に力を入れた議会改革を推進していくこととした。 

・行政視察資料の提供について、紙媒体による資料を廃止し、旧タブレット型端

末機を使用し資料を閲覧してもらい、視察終了後に先方の議会事務局にデータ

を送付することとした。 

・議案書等のペーパーレス化について執行部と協議を重ね、議案書、予算書、決

算書等も含めデータ化し、クラウドシステムを利用しての閲覧が可能となった。 

・平成２８年５月からの新型タブレット型端末機導入にあたり、通信費用を削減

するため、通信容量を調査し、１人あたり３ＧＢから１人あたり１.３６ＧＢ、

３０ＧＢをシェアするプランに変更した。 

・アプリケーションソフトの制限を解除し、使用基準の見直を行った。 

・タブレット型端末機の費用負担について、公費 5/6、個人負担分 1/6と変更し

た。 

・新型タブレット型端末機研修会の開催。 

 

（４）クラウドシステムについて 

・操作性、コスト面、フォルダ階層などを考慮しシステムを選定。 

・システム構成については、タブレット型端末機の通信料を抑えるため、市役所

本庁舎４階・５階で使用している無線ＬＡＮを庁舎外へインターネット経由か

ら、クラウドシステムへと接続させた。 

・現在使用しているＮＡＳについては、クラウドシステムのバックアップ用とし

て対応していくこととした。 

 

（５）議会からの情報公開について 

・議会からの情報公開の取り組みとして、平成２８年３月定例会より、議案上程

後に議案書等を市議会ホームページに掲載した。今後、公開時期を早めること

を検討していくこととした。 

・市議会ホームページの活用について、行政視察の受け入れ状況を平成２８年４

月から視察風景を掲載した。 

・ケーブルテレビを活用して、平成２８年３月定例会から一般質問のライブ中継

を市役所１階ロビーで開始した。 
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（６）決算特別委員会の見直しについて 

・決算特別委員会の見直しについては、委員の選任、総括質疑、審査方法などを

協議し、委員会審査の専門的かつ細部にわたる審査同様に、決算審査において

も平成２８年９月議会より、各常任委員会に分割付託し審査した。 

 

（７）議会基本条例の見直しについて 

・ＩＣＴの積極的活用を図るため、飯能市議会基本条例の一部改正について協議

を行い、「ＩＣＴの積極的活用」を飯能市議会基本条例第１９条として加えた。 

・議会基本条例については、今後も議会改革を実践していくことにより、検証を

行いながら随時見直していくこととした。 

 

（８）駿河台大学と市議会との連携について 

・議会改革を推進する中で、今後、政策立案の機能強化を図るためには、具体的

な政策課題を議員として深める必要があり、専門的知見と連携を図ることは大

きな意味を持つことから、今後の研究課題とすることとした。 

 

（９）会期日程の変更について 

・議案審議の充実を図るため、現在の一般質問と常任委員会の日程順について、

会期日数を変更せずに、常任委員会を先に開催し、その後一般質問を行うこと

を協議し、平成２９年３月定例会から実施した。 

・本会議議案質疑と常任委員会審査を連続することにより、議案に対する審議の

連続性の確保と審議の充実が図られ、さらに、一般質問の日程が後になること

により、議員の質問及び執行部の答弁について、相互の準備期間が十分確保さ

れ一般質問のさらなる充実を図ることができた。 

 

  （１０）行政視察受入体制 

    ・ペーパーレス化の推進等を図るため、全国に先駆け議会と執行部が一体となっ

たタブレット型端末機の導入を平成２４年度に実施して以来、全国２４３自治

体、延べ１,７３４人の行政視察の受入れを行った。 

・タブレット型端末機導入の行政視察対応は議員自らが行い、議員同士の情報交

換の場として活用するとともに、執行部におかれては、おもてなしの歓迎の対

応をいただき来訪者からも感激されているところである。 
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６ おわりに 

  本委員会の調査の概要は以上であるが、本議会は、以前より議会の権能を高めるた

めに、議会改革について個別的な改革の取組を順次進めてきたところである。 

本委員会としては、平成２４年に制定した議会基本条例に基づき、その理念、議会・

議員の活動原則等を通して、議会としての使命を果たすために、議会が持つ様々な権

能の全般にわたる改革を検討する中で、具体的に議会改革を実践、推進し、一定の成

果を挙げてきたところである。 

二元代表制の一翼を担う議会としての責務を果たし、今後も市民に信頼される議会

を目指し、継続して議会改革の推進を図り、豊かな市民生活と市政発展に寄与してい

くため、不断の努力を重ねていく所存である。 
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